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事業コード（R5－建－継－05）
箇所名 （由利本荘市鶴舞）

● 選定または継続 ○ 改善 ○ 見直し ○ 保留または中止

①指摘事項

前回評価結 特になし

果等
②指摘事項への対応

特になし

２．所管課の自己評価

観 点 評価の内容（特記事項） 評 価 点

○当該路線は通学路指定区域であるが、事故率１２７件／億台ｋｍと高いため、車両及び
歩行者相互の安全な交通空間確保のため早急な整備が必要である。

必 要 性
○混雑度１．８９であり、定時性の確保に課題がある。 １０点

○第１～２期区間は既に供用済みであり、事業効果を高めるために早期の整備が必要であ
る。

緊 急 性
○事業区間内の組立歩道が老朽化により崩落し、一部歩道通行止めとしており、安全な歩 １０点
行空間確保のため、早期の整備が必要がある。

○第二次緊急輸送道路であり、災害時の避難救助活動や二次救急医療施設である由利組合
総合病院や本荘第一病院へのアクセス道路としての活用が見込まれ、整備による救命率

有 効 性 の向上が期待される。 ２８点
○日本海沿岸東北自動車道の本荘ＩＣアクセスに直接寄与する路線であることから、
整備による地域の観光・産業の活性化に大きく貢献する。

○事業の費用便益比は１．２６であり効率性は高い。
・総費用の現在価値 １９８．０ 億円

効 率 性
・総便益の現在価値 ２４９．０ 億円 １８点

○計画交通量は１８，１００台／日である。

○平成２８年度に約１ｋｍ、令和３年度に約６００ｍ区間の部分供用済み。
○令和４年度末の事業進捗率は８３％である（用地進捗率 ９７％）

熟 度 ２０点

ランク （ ●Ⅰ ○Ⅱ ○Ⅲ ）

判 定 有効性が高く、事業は引き続き実施すべきである。 ８６点

● 継続 ○ 改善して継続 ○ 見直し ○ 中止

総 合 評 価 事業継続は妥当である。

３．評価結果の当該事業への反映状況等（対応方針）

コスト縮減に努めながら、計画的な実施に努める。

４．公共事業評価専門委員会意見

県の対応方針を可とする。
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